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Ⅰ．施設の概要 

１．設置目的 

市民の健康増進及び青少年の健全育成を図るとともに、宍粟市におけるスポーツ施設

としての機能と市民のふれあいの場としての役割を果たすことを目的とする。 

 

２．施設の沿革  平成 28年 6月 宍粟市千種Ｂ＆Ｇ海洋センター 完成 

 

３．施設の概要 

(１）施設の名称  宍粟市千種Ｂ＆Ｇ海洋センター 温水プール  

（２）所在地    宍粟市千種町千草７番地４ 

（３）敷地面積   2,488.87㎡ 

（４）施設構成   ＲＣ造平屋建 建築面積 1,234.34㎡  

延床面積 1,110.97㎡ 

  【設備機械室以外の部分】男女トイレ、男女更衣室、男女シャワー室、 

多目的トイレ、多目的更衣室、多目的シャワー室、事務

室、コーチ室、観覧席、器具庫、風除室、下足室、玄関

ホール他 979.56㎡ 

  【設備機械室】     122.63㎡ 

  【太陽光発電設備】  10kW相当 

  【プール概要】    屋内温水プール 25ｍプール（長さ 25ｍ×巾 10.6ｍ×水 

深 1.1ｍ）４コース及び歩行コース、入水スロープ 

               こども用プール（長さ 10ｍ×巾４ｍ×水深 0.55ｍ） 

 

Ⅱ．施設の休館日・開館時間 

１．休館日・開館時間 

（１）休館日 

  ① 毎週月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「休日」という。）に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に

最も近い休日でない日） 

  ② １２月２９日から翌年１月３日 

  ③ その他、市が管理上必要と認める日 

（２）開館時間 

  ① ９時から２１時  

ただし、管理上必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。 

  ② 大会及び貸し切り使用等による臨時開館 

    大会及び貸し切り使用等により開館時間外に臨時開館することがあります。 
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   現行の開館時間 

 

 

 

 

 

Ⅲ．使用料及び減免 

１．使用料について  現行の使用料は、次のとおりです。 ※消費税抜 

（１）温水プール（フリータイム） 

開館時間 利 用 区 分 

使  用  料 

大人（高校 

生以上） 

子供（中学 

生以下） 

親子（各１ 

人で２人） 

温水プール 

フリータイム 

 

１回（２時間） 546円  328円  764円  

回数券 

11回分・有効期間１年 
5,455円  3,273円  7,637円  

年間会員 

一括料金 

個人会員 13,091円  6,546円  ― 

家族会員 10,909円  4,364円  ― 

法人会員 65,455円（無記名会員５人分） 
 
 
 
 

【参考】温水プール（スイミングスクール） 自主事業分 ※消費税込 

開館時間 利 用 区 分 

使  用  料 

大人（高校 

生以上） 

子供（中学 

生以下） 

親子（各１ 

人で２人） 

9時10分～ 

20時30分 

入会金   ―円  ―円  ―円  

年会費   1,700円  1,200円  ―円  

月会費 週１回 ―円  4,400円  ―円  

  週２回 ―円  5,500円  ―円  

  週３回 ―円  ―円  ―円  

  週４回 4,400円  ―円  ―円  
 

※ 令和３年４月１日より、温水プールスイミングスクール入会金、年会費、 

月会費は指定管理者による柔軟な運営促進による自主事業として期待し、 

同条例の別表からスイミングスクール料金を削除。 

 

 

 

 

 

 
 

期  間 平  日 日  祝 

夏季期間（４月～10月） ９時～21時まで ９時～18時まで 

夏季期間（11月～３月） 10時～21時まで 10時～18時まで 
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２．減免基準 

 免除することができる場合 
免除の割合 

使用料 照明料 

①  市又は教育委員会が使用するとき。 100％ 100％ 

② 
 市内の保育園（所）・幼稚園・小・中学校が教育上の目的で使用す

るとき。 
100％ 100％ 

③ 
 市体育協会が大会等の主催行事に使用する場合で、教育委員会が

社会体育振興のため必要と認めるとき。 
100％ 50％ 

④ 

 スポーツクラブ21ひょうご宍粟市推進委員会が大会等の主催行事

に使用する場合で、教育委員会が社会体育振興のため必要と認め

るとき。 

100％ 50％ 

⑤ 

 市内の登録団体、子ども会等が使用する場合で、教育委員会が青

少年の健全育成のため必要と認めるとき。 
100％ 50％ 

⑥ 
 市内の社会教育関係団体が大会等の主催行事に使用する場合で、

教育委員会が社会教育振興のため必要と認めるとき。 
100％ 適用なし 

⑦ 
 市又は教育委員会が後援する大会等の行事に使用する場合で、教

育委員会が社会体育振興のため必要と認めるとき。 
50％ 適用なし 

⑧ 
 学校教育法第１条に規定する市立学校以外の市内の学校が教育上

の目的で使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めるとき。 
50％ 適用なし 

⑨ 
 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特別の理由があり特に

必要と認めるとき。 

相当と認

める割合 

相当と認

める割合 

⑩ 
 市内に住所を有する出生の日から15歳に達する日以降の最初の３

月31日までの間にある者が使用するとき。 
100％ 適用なし 

⑪ 

 市内に住所を有する65歳以上の者が使用するとき。ただし、使用

料を１人につき徴収する以外の施設を複数人で使用する場合は、

その過半数が市内に住所を有する65歳以上の者であれば足りる。 

100％ 適用なし 

⑫ 

 障がい者（条例第14条第４号アからウまでに規定する者をいう。

以下同じ。）及び当該障がい者が施設を利用する場合において当該

障がい者を介護する者が使用するとき。 

100％ 適用なし 
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３．利用者人数・使用料収入の状況 

①過去２年間（令和５年度・令和６年度）の利用者人数･使用料収入については、次のとおりです。 

                      単位：人・円 

使用区分 
令和５年度 令和６年度 

利用者人数 使 用 料 利用者人数 使 用 料 

一般利用 6,219 950,000 5,771 931,800 

学校利用 1,169 0 1,195 0 

合 計 10,728 950,000 10,075 931,800 

 

②過去２年間（令和５年度・令和６年度）の自主事業の収入については、次のとおりです 

スイミングスクール事業                                    単位：人・円 

項 目 
令和５年度 令和６年度 

利用者人数 月謝収入 利用者人数 月謝収入 

スイミングスクール 3,340 3,621,000 3,109 3,371,700 

 

その他自主事業収入                        単位：・円 

項  目 令和５年度 令和６年度 

短期水泳教室 28,000  0  

イベント等参加料 0  48,700  

自販機設置手数料 59,650  81,875  

物品販売 64,600  307,540  

業務受託事業等 204,600  1,579,700  

合   計 356,850  2,017,815  
  

※ 自主事業については、指定管理業務仕様書 「Ⅲ．管理運営に関する業務 １． （４）自主事

業について」のとおりとしますが、指定管理者が管理する施設を活用して行う自主事業につい

ては次の全ての項目に適合することを条件に、自主事業の実施を市が承認するものとする。 

 １ 事業目的が、施設の設置内容に照らして適切であること。 

 ２ 事業日程が、一般利用者の施設利用を妨害しない範囲であること。 

 ３ 対象者の設定に公平性な整合性が認められること。 

 ４ 事業実施に関する安全性及び補償体制が担保されていること。 

 ５ 事業内容が公序良俗に反しないものであること。 

 ６ 施設機能に損失又は低下が見込まれないものであること。 

 ７ 地域に著しく迷惑をおよぼさないものであること。 

 ８ その他一般利用者の視点で疑義が生じない内容であること。 
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Ⅳ．委託・賃貸借の状況・修繕の実績 

１． 委託の状況（令和６年度実績） 

  専門技術等の必要から委託をしている場合は次のとおりです。 

                                    単位:円 

 

 

２．賃貸借の状況 

  機器等賃貸借をしている業務は次のとおりです。（令和６年度実績）    

単位:円 

№ 借上業務 借 上 先 金 額 期 間 

１ コピー複合機 日立キャピタル NBL㈱ 11,484 1年間 

２ 複合機カウンター料 富士ゼロックス兵庫㈱ 123,041 1年間 

３ ＡＥＤ（リース） 宍粟市  10,000 1年間 

合  計  144,525  

 

 

 

 

№ 委託業務名 委 託 先 

１ 機械警備（毎月） セコム㈱ 

２ 水質検査（毎月） ㈱ＨＥＲ 

３ 水質検査（総トリハロメタン）年 1回 ㈱ＨＥＲ 

４ 消防設備保守点検（年２回） 神谷防災 

５ 自家用電気工作物保守点検 一公電気設備管理事務所 

６ 簡易専用水道検査（年１回） 姫路市医師会 

７ 受水槽清掃（年１回） ㈱一高 

８ 定期清掃（毎月） ㈱ＳＩＣ 

９ 事業系廃棄物収集運搬処理 ㈱宍粟環境公社 

10 玄関自動ドア点検（年４回） 姫路ナブコ㈱ 

11 ろ過機点検（年１回） 光伸㈱ 

12 ボイラー保守点検（年１回） ㈱日本サーモエナー 

13 ポンプ保守点検（年１回） ㈱メイカン 

14 複合機保守点検（随時） ㈱一高 
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３．修繕の実績 

令和５年度・令和６年度の修繕実績は次のとおりです。 

単位:円 

年度 修 繕 の 内 容 修繕料 

Ｒ５ 施設修繕（指定管理者） 472,120  

  令和５年度  合 計 472,120  

Ｒ６ 施設修繕（指定管理者） 226,688  

〃 プールろ過装置修繕（市修繕） 1,465,200  

 令和６年度  合 計 1,691,888  

 

４．指定管理者の実績  

 ①指定管理業者が施設を使用し実施した事業（令和６年度実績）は、次のとおりです。 

事 業 名 対 象 者 期  間 参加人数 

幼児・園児水泳教室 ３歳 ～ 未就学児 ４月１日～３月 31日 241人 

こども水泳教室 小学生 ～ 中学生 ４月１日～３月 31日 1,847人 

千種元気アップ教室 18歳以上 ４月１日～３月 31日 423人 

健幸アップ教室 18歳以上 ４月１日～３月 31日 367人 

水中運動会 小学生 ５月 19日 22人 

８周年記念イベント 小学生・保護者 ７月 15日 36人 

ヘルスＵＰ教室 成人 ８月２日～８月 21日 38人 

着衣泳体験イベント こども 10月 11日 53人 

ハロウィンイベント 施設利用者 10 月 25 日～10 月 31 日 167人 

クリスマスイベント こども 12月 21日 24人 

もちつき体験イベント ３歳～中学生及び保護者 １月 26日 48人 

バレンタインイベント 施設利用者 ２月８日～２月 14日 102人 

トライやる・ウィーク 中学生 ６月３日～６月７日 10人 
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科　目 令和５年度 令和６年度 内　訳

施 設 利 用 収 入 950,000 946,200 　施設利用料収入

自主事業費からの繰入金 1,770,010 3,141,147 　自主事業収入からの繰入

指 定 管 理 料 31,500,000 31,500,000 　

収 入 合 計 34,220,010 35,587,347

科　目 令和５年度 令和６年度 内　訳

人 件 費 14,943,351 16,166,575 　職員給料・法定福利・福利厚生費

旅 費 ・ 交 通 費 915,789 779,470 　職員交通費・旅費等

需 用 費 957,937 733,709 　施設消耗品・衛生品等

電 気 代 3,306,228 3,408,396

水 道 代 1,219,152 1,344,530

木 材 （ ペ レ ッ ト ） 3,403,400 3,031,600

燃 料 費 （ 重 油 ） 363,000 502,000

燃 料 費 （施 設管 理） 151,651 137,815

修 繕 費 472,120 1,691,888 　施設修繕料等

通 信 運 搬 費 274,441 278,691 　郵便代・電話代当

手 数 料 292,910 300,234 　システム手数料等

保 険 料 146,566 196,097 　賠償責任保険・車両保険等

委 託 料 1,872,420 1,909,160 　施設維持管理委託料等

使 用 料 及 び 賃 借 料 1,216,879 1,214,551 　事務機器等リース代・賃借料代等

原 材 料 費 0 0

備 品 購 入 費 0 0 　施設備品

負 担 金 30,000 30,000 　B&G負担金・AED負担金等

公 課 費 2,584,500 2,590,900 　消費税・自動車税等

そ の 他 40,100 64,267

本 社 管 理 費 1,800,000 1,800,000 　顧問弁護士・会計士・本社管理費

支 出 合 計 33,990,444 36,179,883

収 入 － 支 出 229,566 △ 592,536

【 収　入 】

千種Ｂ＆Ｇ海洋センター 令和５年度・令和６年度 収支実績

【 支　出 】

Ⅴ．令和５年度・令和６年度 収支実績 
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科　目 令和５年度 令和６年度 内　訳

ス ク ー ル 月 謝 3,621,000 3,371,700 　スイミングスクール月謝

短 期 水 泳 教 室 28,000 0 　短期水泳教室参加料

ス ク ー ル イ ベ ン ト 0 48,700 　スイミングスクール生徒の参加料

自販機当売上手数料 59,650 81,875 　自販機当売上手数料

物 品 販 売 64,600 307,540 　物品販売売上手数料

業 務 受 託 事 業 等 204,600 1,579,700 　修繕負担金等

収 入 合 計 3,977,850 5,389,515

科　目 令和５年度 令和６年度 内　訳

人 件 費 1,993,942 1,898,694 　職員給料・法定福利・福利厚生費

旅 費 ・ 交 通 費 21,000 1,500 　職員交通費・旅費等

需 用 費 80,081 26,382 　消耗品・広告費当

修 繕 費 0 0 　喫茶店修繕料等

手 数 料 72,957 63,038 　スクール月謝引落手数料等

そ の 他 39,860 258,754 　物販仕入等

支 出 合 計 2,207,840 2,248,368

収 入 － 支 出 1,770,010 3,141,147

千種Ｂ＆Ｇ海洋センター 令和５年度・令和６年度 自主事業 収支実績

【 収　入 】

【 支　出 】


